
ド
イ
ツ
旧
約
款
規
制
法
制
定
以
前
に
お
け
る
連
邦
裁
判
所
の
約
款
規
制
法
理
に
つ
い
て
（
二
・
完
）

｜
｜
内
容
規
制
の
法
理
論
的
基
礎
の
検
討
に
向
け
て
｜
｜

原

田

昌

和

第
一
章

は

じ

め

に

第
二
章

独
占
濫
用
理
論
お
よ
び
信
義
則
に
基
づ
く
条
項
援
用
制
限
法
理
の
形
成
と
展
開

第
一
節

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
る
独
占
濫
用
理
論
お
よ
び
条
項
援
用
制
限
法
理

一

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
お
け
る
独
占
濫
用
（
独
占
的
地
位
の
利
用
）
理
論
の
形
成
と
展
開

二

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
お
け
る
信
義
則
に
基
づ
く
援
用
制
限
法
理

三

連
邦
裁
判
所
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
の
踏
襲

第
二
節

独
占
濫
用
理
論
に
対
す
る
学
説
の
評
価

一

独
占
濫
用
理
論
に
つ
い
て
肯
定
的
な
立
場

二

独
占
濫
用
理
論
に
つ
い
て
批
判
的
な
立
場

三

小

括
（
以
上
、
七
三
号
）

第
三
章

連
邦
裁
判
所
の
約
款
規
制
法
理
の
展
開

一

画
期
と
し
て
の
連
邦
裁
判
所
一
九
五
六
年
一
〇
月
二
九
日
判
決

二

服
従
意
思
の
範
囲
」
構
成
の
形
成
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三

信
義
則
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
の
形
成

第
四
章

検
討
｜
｜
ま
と
め
に
か
え
て
｜
｜

一

連
邦
裁
判
所
に
よ
る
約
款
規
制
法
理
の
三
層
構
造

二

わ
が
国
へ
の
示
唆
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章

連
邦
裁
判
所
の
約
款
規
制
法
理
の
展
開

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
連
邦
裁
判
所
は
当
初
、
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
に
よ
る
条
項
無
効
化
法
理
（
独
占
濫
用
理
論
）
と
ド
イ
ツ
民

法
二
四
二
条
に
よ
る
条
項
の
援
用
制
限
法
理
の
二
本
立
て
と
い
う
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
た
。
し
か
し
、
連
邦
裁
判
所

は
、
し
だ
い
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
の
形
成
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
お
い
て

は
、
か
か
る
内
容
規
制
法
理
の
形
成
が
ど
の
よ
う
な
法
的
論
理
の
も
と
で
行
わ
れ
た
の
か
、
と
り
わ
け
、
独
占
的
地
位
の
濫
用
と
い
う

要
件
を
必
要
と
し
な
い
無
効
化
規
範
の
定
立
は
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
と
矛
盾
し
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に

留
意
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
の
形
成
過
程
を
見
る
こ
と
と

53
）

す
る
。

さ
て
、
以
下
に
見
る
諸
判
例
に
お
い
て
は
、
普
通
取
引
約
款
が
一
方
当
事
者
に
よ
り
一
方
的
に
定
立
さ
れ
、
相
手
方
の
服
従

（U
n
terw

erfu
n
g

）
の
み
に
よ
っ
て
契
約
の
構
成
部
分
と
な
る
こ
と
が
、
条
項
規
制
法
理
の
根
拠
付
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
先
に
こ

の
点
を
確
認
し
て
お
く
。
連
邦
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
普
通
取
引
約
款
は
「
一
般
的
に
規
律
さ
れ
た
契
約
秩
序
」
な
い
し
「
既
に
準
備
さ

れ
た
法
秩
序
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
加
わ
る
者
が
服
従
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
普
通
取
引
約
款
は
契
約
の
構
成
部
分
と
な
ら

54
）

な
い
。
た
だ

し
、
約
款
使
用
者
が
自
己
の
普
通
取
引
約
款
を
そ
の
取
引
の
基
礎
に
置
く
の
を
常
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
約
款
使
用
者
の
相
手
方
が
知

り
ま
た
は
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
黙
示
の
服
従
が
あ
る
と
さ
れ
る

55
）

た
め
、
約
款
規
制
法
制
定
以
前
の
連
邦
裁
判
所
判
例
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に
お
い
て
は
、
非
常
に
緩
や
か
な
要
件
の
も
と
で
契
約
へ
の
約
款
の
組
み
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、
現
在
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
三
〇
五
条
二
項
（
旧
約
款
規
制
法
二
条

56
）

一
項
）
が
、
普
通
取
引
約
款
が
契
約
の
構
成
部
分
と
な
る

た
め
の
要
件
と
し
て
、
明
示
ま
た
は
視
覚
可
能
な
掲
示
に
よ
る
指
示
お
よ
び
約
款
内
容
を
認
識
し
う
る
状
態
の
創
出
を
求
め
る
と
と
も

に
、
約
款
の
適
用
に
つ
い
て
の
同
意
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
判
例
よ
り
も
厳
格
な
組
み
入
れ
要
件
を
定
め
て
い
る
。

一

画
期
と
し
て
の
連
邦
裁
判
所
一
九
五
六
年
一
〇
月
二
九
日
判
決

⑴

連
邦
裁
判
所
一
九
五
六
年
一
〇
月
二
九
日

57
）

判
決
は
、
独
占
的
地
位
の
利
用
と
い
う
要
件
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
民
法
二

四
二
条
に
依
拠
し
た
一
般
的
か
つ
開
か
れ
た
内
容
規
制
へ
と
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
評
価
さ
れ
て

58
）

い
る
。

事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
販
売
信
用
を
行
う
Ｇ
会
社
と
共
同
し
て
、
マ
ッ
ト
レ
ス
や
布
張
り
家
具
の
工
場
を
経

営
し
、
Ｓ
家
具
店
に
商
品
を
供
給
し
て
い
た
。
Ｙ
は
、
Ｓ
家
具
店
で
寝
室
を
購
入
し
た
が
、
そ
の
代
金
に
関
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
印

刷
さ
れ
た
書
式
に
よ
り
、
Ｘ
の
仲
介
で
、
Ｇ
社
と
Ｙ
と
の
間
で
の
消
費
貸
借
契
約
が
申
請
さ

59
）

れ
た
。
Ｇ
社
は
こ
の
申
請
を
承
認
し
た
。

し
か
し
、
寝
室
が
引
渡
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
が
Ｇ
社
へ
の
割
賦
金
を
返
済
し
な
か
っ
た
た
め
、
Ｇ
社
は
、
Ｙ
へ
の
貸
付
債
権

を
Ｘ
に
譲
渡
し
た
。
Ｘ
か
ら
の
請
求
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
提
供
さ
れ
た
寝
室
に
は
重
大
な
瑕
疵
が
あ
り
、
Ｓ
家
具
店
は
修
補
の
約
束
を

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
修
補
に
よ
っ
て
こ
れ
を
除
去
し
な
か
っ
た
と
主
張

60
）

し
た
。
原
審
は
、
割
賦
販
売
に
お
い
て
は
、
金
融
機
関
が
間

に
入
る
こ
と
で
、
二
つ
の
独
立
の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
法
的
独
立
性
の
ゆ
え
に
、
売
買
契
約
上
の
抗
弁
（
こ
こ
で
は
瑕
疵

担
保
の
抗
弁
）
を
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
者
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
見
解
を
原
則
的
な
出
発
点
と
し
て
共
有
す
る
と
し
て
も
、
Ｘ
の
請
求
権
に
対
し
て
Ｙ
が
瑕

疵
担
保
の
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
決
定
的
な
こ
と
は
何
も
い
え
な
い
、
と
す
る
。
連
邦
裁
判
所

の
論
旨
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
ず
、
普
通
取
引
約
款
の
内
容
に
つ
い
て
内
在
的
制
限
が
存
在
し
、
割
賦
売
主
が
新
品
家
具
の
最
終
購
入
者
と
の
関
係
で
瑕
疵
担
保

責
任
を
普
通
取
引
約
款
に
よ
っ
て
全
面
的
に
排
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
割
賦
売

主
が
割
賦
販
売
を
約
款
に
よ
っ
て
二
つ
の
法
的
に
独
立
し
た
契
約
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瑕
疵
担
保
の
抗
弁
の
主
張
を
排
除
す

る
こ
と
も
ま
た
許
さ

61
）
62
）

れ
な
い
。

今
日
の
複
雑
な
経
済
生
活
に
お
い
て
は
、
普
通
取
引
約
款
の
枠
内
で
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
排
除
に
関
し
て
は
、
個
々
の
生
産
段
階

間
、
す
な
わ
ち
製
造
業
者
と
取
引
業
者
、
卸
売
り
と
小
売
り
、
取
引
業
者
と
最
終
購
入
者
（
消
費
者
）
と
の
間
で
異
な
る
諸
原
則
が
妥

当
し
、
さ
ら
に
取
引
業
者
と
最
終
購
入
者
と
の
間
で
も
、
ど
の
よ
う
な
商
品
が
売
買
契
約
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
、
と
り
わ
け
中
古

品
か
新
品
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
諸
原
則
が
妥
当
す
る
。

小
売
り
と
新
品
家
具
の
最
終
購
入
者
と
の
関
係
で
瑕
疵
担
保
請
求
権
を
普
通
取
引
約
款
に
よ
っ
て
全
面
的
に
排
除
す
る
こ
と
を
、
ド

イ
ツ
民
法
四
七

63
）

六
条
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
条
は
、
売
主
と
買
主
と
の
間
で
特
に
交
渉
さ
れ
た
個
別
の
責
任
排

除
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
約
款
に
お
け
る
一
般
的
な
責
任
排
除
と
は
原
則
的
に
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
約
款
に
よ
る
責
任
排
除
は
、

瑕
疵
担
保
請
求
権
に
関
す
る
任
意
法
規
の
一
般
的
無
力
化
を
目
的
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
制
定
法
に
よ
り
意
図
さ
れ
て
お
り
通
常
の
事

例
に
つ
い
て
正
当
か
つ
公
正
と
考
え
ら
れ
て
い
る
規
律
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
と
異
な
る
規
律
を
通
常
の
事
例
に
つ
い
て
置
く
べ
し
と
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

瑕
疵
担
保
請
求
権
の
約
款
に
よ
る
完
全
な
排
除
が
一
般
的
な
法
的
要
請
と
矛
盾
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
と
い
う
問
題
は
、
独

占
的
地
位
ま
た
は
独
占
類
似
の
地
位
の
利
用
（
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
）
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
考
慮
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
二
四

二
条
の
諸
原
則
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
重
要
な
の
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
商
品
売
買
の
特
殊
性
な
ら
び
に
そ

の
よ
う
な
売
買
に
通
常
参
加
す
る
売
主
層
お
よ
び
買
主
層
の
利
益
で
あ
っ
て
、
個
別
事
例
に
お
い
て
具
体
的
な
契
約
に
ま
さ
に
参
加
し

て
い
る
契
約
当
事
者
の
個
別
的
な
利
害
で
は
な
い
。
買
主
の
利
益
は
、
合
意
し
た
価
格
で
瑕
疵
の
な
い
商
品
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
中
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に
あ
り
、
こ
の
利
益
は
、
発
生
し
た
瑕
疵
が
売
主
に
よ
っ
て
適
切
な
方
法
で
除
去
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
守
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
買
主
が
減
額
請
求
権
や
解
除
権
の
代
わ
り
に
修
補
請
求
権
を
有
し
て
お
れ
ば
、
買
主
の
保
護
に
値
す
る
利
益
は
十
分
な
範
囲
で
守

ら
れ
る
と
い
え
る
。
他
方
、
取
引
無
経
験
か
つ
未
熟
で
あ
り
、
免
責
条
項
の
射
程
を
よ
く
分
か
ら
な
い
者
が
買
主
層
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
修
補
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
拒
絶
さ
れ
、
不
相
当
に
ま
た
は
遅
れ
て
行
わ
れ
た
事
例
に
お
い
て
は
、
買
主
の
瑕
疵

担
保
請
求
権
が
復
活
す
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
と
り
わ
け
、
適
切
な
修
補
の
失
敗
は
売
主
の
領
域
に
帰
せ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
し
、
こ
の
リ
ス
ク
は
売
主
に
と
っ
て
容
易
に
見
通
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
客
観
的
な
判
断
を
す
れ
ば
、
売
買
の

目
的
は
瑕
疵
の
な
い
商
品
の
取
得
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
新
品
家
具
の
売
買
に
際
し
て
、
普
通
供
給
約
款
に
よ
る

瑕
疵
担
保
請
求
権
の
排
除
は
、
そ
れ
に
代
え
て
修
補
請
求
権
が
買
主
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
般
的
に
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
修
補
請
求
権
が
何
ら
か
の
理
由
か
ら
実
現
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
買
主
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
が
復
活
す

る
。
こ
れ
と
異
な
る
供
給
約
款
の
内
容
の
形
成
は
、
信
義
誠
実
の
諸
原
則
と
合
致
し
え
な
い
。
こ
の
点
で
、
供
給
約
款
の
内
容
に
つ
い

て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
基
づ
く
強
行
的
な
制
限
が
存
在
す
る
。

以
上
の
買
主
の
法
的
地
位
は
、
割
賦
販
売
を
約
款
に
よ
っ
て
売
買
契
約
と
消
費
貸
借
契
約
と
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
縮
減
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
Ｙ
は
、
売
主
Ｓ
が
修
補
義
務
に
応
じ
ず
、
そ
の
結
果
Ｓ
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
請
求
権
が
Ｙ
に
帰
属
す
る
場
合
に

は
、
Ｘ
の
請
求
権
に
対
し
て
も
瑕
疵
担
保
請
求
権
を
持
ち
出
す
こ
と
が
で

64
）

き
る
。

⑵

本
判
決
は
、
約
款
の
内
容
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
基
づ
く
強
行
的
制
限
が
あ
る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

連
邦
裁
判
所
が
こ
れ
に
続
く
諸
判
断
に
お
い
て
明
確
に
し
、
強
化
し
た
内
容
規
制
の
本
質
的
諸
原
則
を
含
ん
で
い
る
と
評
さ
れ
て

65
）

い
る
。
た
し
か
に
、
す
で
に
本
判
決
に
お
い
て
、
個
別
契
約
と
普
通
取
引
約
款
に
よ
る
契
約
と
の
区
別
と
い
う
観
点
や
、
指
導
形
象
と

し
て
の
任
意
法
規
観
、
約
款
条
項
の
不
当
性
判
断
に
お
け
る
類
型
的
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
判
決
は
、
特
定
の
条
項
の

有
効
無
効
を
直
接
に
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、「
割
賦
売
主
が
新
品
家
具
の
最
終
購
入
者
と
の
関
係
で
瑕
疵
担
保
請
求
権
を
約
款
に
よ

219

ドイツ旧約款規制法制定以前における連邦裁判所の約款規制法理について（２・完）（原田昌和)



っ
て
全
面
的
に
排
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
割
賦
売
主
が
割
賦
販
売
を
約
款
に
よ

っ
て
二
つ
の
法
的
に
独
立
し
た
契
約
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瑕
疵
担
保
の
抗
弁
の
主
張
を
排
除
す
る
こ
と
も
ま
た
許
さ
れ
な

い
」
と
い
う
中
間
命
題
を
立
て
て
、
こ
の
中
間
命
題
と
の
関
係
で
、
普
通
取
引
約
款
に
よ
る
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
全
面
的
排
除
の
可
否

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
法
理
に
よ
っ
て
約
款
条
項
が
無
効
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
無
効
法
理
と

右
の
諸
観
点
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
は
、
明
ら
か
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
以
後
の
諸
判
決
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

二

服
従
意
思
の
範
囲
」
構
成
の
形
成

１

連
邦
裁
判
所
一
九
六
〇
年
九
月
二
九
日
判
決

連
邦
裁
判
所
は
、
ま
ず
、「
服
従
意
思
の
範
囲
」
と
い
う
構
成
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
を
、
一
九
六
〇
年
九
月
二
九
日

66
）

判
決
に

お
い
て
提
示
し
た
。

本
判
決
の
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
船
舶
の
監
視
・
停
泊
所
を
経
営
す
る
Ｙ
の
監
視
下
に
あ
っ
た
Ａ
会
社
の
船
舶
二
艘

が
、
夜
間
に
沈
没
し
た
。
船
体
保
険
業
者
Ｘ
は
、
Ｘ
が
塡
補
し
た
Ａ
会
社
の
損
害
の
賠
償
を
、
制
定
法
上
お
よ
び
法
律
行
為
上
の
債
権

移
転
に
基
づ
い
て
Ｙ
に
求
め
た
。
Ａ
Ｙ
間
の
契
約
の
基
礎
と
さ
れ
た
Ｙ
の
約
款
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
は
船
舶
の
喪
失
ま
た
は
損
傷
に
つ
い
て

一
艘
に
つ
き
三
〇
〇
マ
ル
ク
ま
で
し
か
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
Ｘ
は
、
船
舶
の
沈
没
は
Ｙ
の
監
視
員
の
過
失
に
帰
せ
ら
れ

る
と
主
張
し
、
ま
た
、
Ｙ
に
よ
る
右
条
項
の
援
用
に
対
し
て
は
、
右
責
任
制
限
は
事
実
上
免
責
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
は
独
占
的

地
位
に
あ
っ
た
か
ら
、
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
と
と
も
に
Ｘ
は
、
Ｙ
に
よ
る
責
任
制
限
の
援
用
は
少
な
く

と
も
信
義
誠
実
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
第
一
審
、
原
審
と
も
に
、
条
項
の
有
効
性
を
認
め
、
六
〇
〇
マ
ル
ク
を
超
え
る
部
分
に
つ
き

請
求
を
棄
却
し
た
。
原
審
が
独
占
濫
用
は
存
在
し
な
い
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
Ｘ
は
独
占
濫
用
を
主
張
し
て
上
告
し
た
。
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連
邦
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
責
任
制
限
条
項
の
法
的
有
効
性
に
関
す
る
原
審
の
見
解
は
、
結
果
に

お
い
て
正
当
と
評
価
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
際
、
独
占
的
地
位
の
濫
用
と
い
う
問
題
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
普
通
取
引
約
款

が
｜
｜
個
別
契
約
の
諸
条
件
が
個
別
的
に
交
渉
さ
れ
る
の
と
は
異
な
っ
て
｜
｜
一
方
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
双
方

に
よ
る
契
約
交
渉
に
よ
っ
て
一
定
範
囲
で
与
え
ら
れ
る
双
方
の
利
益
の
顧
慮
に
つ
い
て
の
保
証
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
個
々

の
条
項
の
法
的
有
効
性
の
領
域
に
つ
い
て
も
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
。
約
款
設
定
者
の
相
手
方
の
服
従
意
思
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
四

二
条
に
よ
り
、
そ
の
設
定
を
相
手
方
が
公
正
か
つ
正
当
に
予
期
し
う
る
諸
条
件
に
し
か
関
連
し
な
い
。
こ
の
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
取

引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の
人
々
の
利
益
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

た
だ
、
結
論
と
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
本
件
約
款
に
お
け
る
非
常
に
広
範
な
責
任
制
限
は
異
議
を
唱
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

し
た
。
理
由
は
大
略
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
船
舶
所
有
者
は
、
船
体
保
険
の
締
結
に
よ
り
、
船
舶
の
喪
失
ま
た
は
損
傷

か
ら
自
ら
を
守
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
こ
れ
は
通
常
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｙ
が
普
通
取
引
約
款
に
お
い
て
そ
の
制

定
法
上
の
責
任
を
ほ
ぼ
完
全
に
排
除
し
、
船
舶
所
有
者
に
保
険
に
よ
っ
て
自
ら
を
防
衛
す
る
こ
と
を
任
せ
、
こ
れ
に
よ
り
監
視
手
数
料

を
よ
り
低
く
保
つ
可
能
性
を
開
く
こ
と
は
、
信
義
誠
実
に
反
し
な
い
。
つ
ぎ
に
、
免
責
が
信
義
誠
実
に
反
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

に
お
い
て
、
保
険
に
よ
る
損
害
の
カ
バ
ー
と
い
う
観
点
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
は
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
、
被
害
者

（
加
入
者
）
の
保
険
会
社
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
が
、
合
意
さ
れ
た
免
責
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
被
害
者
が
重
過
失
免
責
を
合
意
し
た
場
合
、
か
か
る
免
責
は
保
険
会
社
の
利
益
を
信
義
誠
実
に
反
し
て
侵
害
す
る
異
常
な
合
意
で

あ
る
の
で
｜
｜
保
険
会
社
は
被
害
者
の
契
約
相
手
方
に
請
求
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
｜
｜
、
保
険
会
社
の
給
付

義
務
は
否
定
さ
れ
る
と
す
る
の
が

67
）

判
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
合
意
さ
れ
た
免
責
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
保
険
会

社
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
が
危
殆
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
免
責
は
取
引
上
通
常
の
枠
内
に
あ
り
、
保
険
金
請
求
権
が
危

殆
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件
責
任
制
限
は
異
議
を
唱
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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２

連
邦
裁
判
所
一
九
六
二
年
一
〇
月
二
九
日
判
決

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
裁
判
所
は
、
顧
客
の
服
従
意
思
が
関
連
す
る
範
囲
で
の
み
普
通
取
引
約
款
条
項
は
効
力
を
有
す
る
と
述
べ
、

服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
続
く
連
邦
裁
判
所
一
九
六
二
年
一
〇
月
二
九
日

68
）

判
決
に
お
い
て
、
こ
の
服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
に
基
づ
い
て
、
普
通
取
引
約
款
条
項
が
結
論
と
し
て
も
無
効
と
さ
れ
た
。

本
判
決
の
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ａ
会
社
は
、
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
輸
入
資
金
を
調
達
す
る
た
め
の
融
資
を
Ｘ
か
ら
受
け

る
際
に
、
そ
の
担
保
と
し
て
、
輸
入
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
上
に
譲
渡
担
保
を
設
定
し
た
。
こ
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
は
倉
庫
業
者
Ｙ
に
寄
託
さ
れ
た

が
、
Ｙ
は
、
こ
の
う
ち
五
九
、四
〇
〇
マ
ル
ク
に
相
当
す
る
分
を
無
権
限
で
重
過
失
に
よ
り
Ａ
に
引
き
渡

69
）

し
た
。
ま
も
な
く
、
Ａ
が
破

産
し
た
た
め
、
Ｘ
は
担
保
の
一
部
を
失
う
結
果
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
右
額
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
は
、
倉

庫
契
約
の
基
礎
と
さ
れ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
倉
庫
約
款
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
の
責
任
は
、
一
〇
〇
キ
ロ
あ
た
り
四
〇
マ
ル
ク
、
最
大
で
も
五
〇
〇

マ
ル
ク
に
制
限
さ
れ
る
か
ら
、
債
務
は
最
大
で
も
三
、九
九
二
マ
ル
ク
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
原
審
は
、
Ｙ
お
よ
び
履
行
補
助
者
Ｇ
の

重
過
失
を
認
定
し
た
う
え
で
、
責
任
制
限
条
項
に
基
づ
い
て
Ｙ
に
三
、九
九
二
マ
ル
ク
の
支
払
い
を
命
じ
、
残
余
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

Ｘ
よ
り
上
告
。

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
普
通
取
引
約
款
は
一
方
契
約
当
事
者
に
よ
っ
て
一
方
的

に
設
定
さ
れ
、
他
方
契
約
当
事
者
の
服
従
の
み
に
よ
っ
て
契
約
の
構
成
部
分
と
な
る
の
だ
か
ら
、
相
手
方
の
同
意
は
、
そ
の
設
定
を
こ

の
者
が
公
正
か
つ
正
当
に
予
期
し
う
る
規
定
に
し
か
関
連
し
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
取
引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の
人
々
の
利
益
を
考

慮
し
た
場
合
に
免
責
条
項
ま
た
は
責
任
制
限
条
項
が
公
正
さ
と
矛
盾
す
る
と
き
は
、
普
通
取
引
約
款
を
設
定
し
た
契
約
当
事
者
が
独
占

的
地
位
を
占
め
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
よ
う
な
条
項
は
法
的
有
効
性
を
欠
き
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
ま
た
は

そ
の
指
導
的
従
業
員
に
重
過
失
の
あ
る
本
件
の
よ
う
な
種
類
の
諸
事
例
に
お
い
て
通
常
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で

は
、
一
方
契
約
当
事
者
に
よ
る
普
通
取
引
約
款
の
一
方
的
設
定
の
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
民
法
三
一
五
条
に
含
ま
れ
る
保
護
思
想
も
関
わ
っ
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て

70
）

く
る
。
本
件
で
は
、
こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
を
な
お
耐
え
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
せ
る
特
段
の
事
情
は
存
在
し
な
い
。
寄
託
者
が
保
険

に
よ
っ
て
損
害
を
塡
補
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
や
通
例
で
あ
る
こ
と
は
、
倉
庫
営
業
者
自
身
の
重
過
失
の
場
合
に
は
、
通
常
か

か
る
特
段
の
事
情
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
の
不
当
性
は
、
物
品
を
権
限
者
に
の
み
引
渡
す
と
い
う
主
た
る
義
務
の
履

行
の
際
の
倉
庫
営
業
者
自
身
の
重
過
失
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
本
件
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
と
く
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

倉
庫
営
業
者
が
自
身
の
重
過
失
に
よ
り
生
じ
た
直
接
損
害
に
つ
い
て
保
証
（ein

steh
en

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
倉
庫
営

業
者
に
見
通
せ
な
い
リ
ス
ク
が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
、
Ｙ
自
身
の
重
過
失
の
場
合
、
責
任
制
限
条
項
は
そ
の
限
り
で
有

効
性
を
欠
く
。
こ
の
場
合
、
Ｙ
は
、
無
制
限
に
責
任
を

71
）

負
う
。

３

検

討

以
上
の
「
服
従
意
思
の
範
囲
」
と
い
う
構
成
は
、
普
通
取
引
約
款
条
項
の
内
容
的
限
界
を
、
約
款
の
拘
束
力
の
根
拠
と
関
連
付
け
て

説
明
し
よ
う
と
す
る
極
め
て
巧
み
な
構
成
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
約
款
に
服
従
す
る
者
は
、
一
般
的
に
は
、
公
正
か
つ
正
当
な
条
項
が

定
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
約
款
の
拘
束
力
を
承
認
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
構
成
に
は
、
不
公
正
条
項
の
効
力
を
否
定
す
る
法
理
と
し
て
用
い
る
に
は
限
界
も
存
在
す
る
。
こ
の
構
成
に
お
い
て

は
、
当
該
条
項
内
容
が
不
公
正
か
ど
う
か
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
相
手
方
が
当
該
条
項
内
容
を
公
正
か
つ
正
当
に
予
期
し
う
る
か
否
か

が
、
有
効
性
判
断
の
中
核
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
構
成
は
、
本
来
は
不
意
打
ち
条
項
に
対
す
る
規
制
で
あ
る
も
の
を
、

「
不
公
正
な
内
容
の
条
項
は
予
期
し
え
な
い
」
と
い
う
中
間
項
を
媒
介
に
し
て
、
不
公
正
な
内
容
の
条
項
の
効
力
を
否
定
す
る
法
理
と

し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
条
項
の
開
示
等
に
よ
り
相
手
方
が
条
項
内
容
を
予
期
し
う
る
と
い
え
れ
ば
｜
｜
こ
の
要
件

を
厳
格
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
制
の
実
を
一
定
程
度
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
｜
｜
、
条
項
の
効
力
を
否
定
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
約
款
の
拘
束
力
の
根
拠
と
し
て
の
服
従
意
思
は
、
各
取
引
に
お
け
る
個
別
顧
客
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
服
従
意
思
の
範
囲
も
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ま
た
個
々
の
顧
客
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な

72
）

ら
ず
、
右
の
二
つ
の
判
決
の
い
う
「
そ
の
よ
う
な
取
引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の

人
々
の
利
益
の
考
慮
」
は
、
判
断
の
際
の
一
つ
の
基
準
と
な
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
別
事
情
の
顧
慮
は
、
約

款
を
用
い
た
契
約
を
画
一
的
に
処
理
す
る
と
い
う
要
請
に
は
合
致
し
な
い
こ
と
と

73
）

な
る
。

三

信
義
則
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
の
形
成

１

連
邦
裁
判
所
一
九
六
四
年
二
月
一
七
日
判
決

⑴

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
裁
判
所
は
、
服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
を
用
い
た
条
項
無
効
化
規
範
を
定
立
し
た
。
し
か
し
、
一

九
六
四
年
二
月
一
七
日

74
）

判
決
に
お
い
て
は
、
服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
条
項
の
無
効
化
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。

本
判
決
の
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
は
倉
庫
営
業
者
Ｘ
に
家
具
を
寄
託
し
た
。
Ｘ
が
残
保
管
料
の
支
払
を
訴
求
し
た

の
に
対
し
て
、
Ｙ
は
反
訴
と
し
て
、
寄
託
物
の
毀
損
紛
失
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
ド
イ
ツ
家
具
運
送
普
通
倉
庫
約
款
に

よ
れ
ば
、
倉
庫
営
業
者
に
保
管
さ
れ
て
い
る
物
品
の
毀
損
が
倉
庫
営
業
者
ま
た
は
そ
の
受
任
者
の
過
責
に
よ
る
場
合
に
の
み
倉
庫
営
業

者
は
責
任
を
負
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
は
寄
託
者
（
Ｙ
）
が
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
原
審
は
、
①
個
々
の
物
品
に
ど
の

よ
う
な
損
害
が
生
じ
た
の
か
、
反
訴
に
よ
っ
て
求
め
て
い
る
額
の
内
訳
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
Ｙ
は
主
張
し
な
か
っ
た
、

②
損
害
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
え
た
の
か
、
と
り
わ
け
、
当
該
合
意
に
基
づ
い
て
Ｘ
が
責
任
を
負
う
有
責
な
契
約
違
反
に
損
害
が
由
来

す
る
こ
と
（
Ｘ
の
帰
責
事
由
）
を
主
張
す
る
こ
と
を
Ｙ
は
怠
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
、
Ｙ
の
反
訴
を
棄
却
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
本
件
倉
庫
約
款
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
商
法
四
一
七
条
一
項
・
三
九

75
）

〇
条
、A

D
S
p

五
一
ａ
条

の
規
律
と
異
な
っ
て
、
保
管
中
に
物
品
が
紛
失
毀
損
し
た
す
べ
て
の
事
例
に
つ
い
て
、
寄
託
者
に
証
明
責
任
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
信
義
誠
実
の
原
則
（
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
）
と
合
致
し
え
な
い
と
し
た
。
理
由
は
大
略
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
八
二
条
・
二
八

76
）

五
条
等
の
制
定
法
上
の
規
律
は
、
契
約
違
反
の
場
合
に
お
い
て
債
務
者
は
自
己
に
責
任

の
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
る
が
、
こ
れ
は
証
明
責
任
を
意
図
的
に
転
換
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
ら
は
任
意
法
規
だ
か
ら
、
当
事
者
の
合
意
が
優
先
す
る
の
で
あ
っ
て
、
交
渉
さ
れ
た
個
別
契
約
の
場
合
に
、
こ
れ
ら
と
異
な
っ
た

取
り
決
め
を
行
う
こ
と
に
は
一
般
的
に
は
疑
念
は
な
い
。

し
か
し
、
普
通
取
引
約
款
の
場
合
に
は
別
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。
約
款
の
法
的
効
力
は
、（
存
在
し
な
い
）
私
的
自
治
か
ら
で
は
な

く
、
他
方
契
約
当
事
者
の
服
従
か
ら
し
か
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
約
款
に
よ
り
不
特
定
数
の
個
別
事
例
に
つ
い
て
設

定
さ
れ
た
準
則
が
信
義
誠
実
の
原
則
と
合
致
し
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
準
則
の
承
認
は
拒
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
任
意
法
の

規
定
が
、
そ
の
成
立
を
、
合
目
的
性
衡
量
だ
け
で
な
く
、
事
物
の
本
性
か
ら
生
ず
る
正
義
の
要
請
に
負
っ
て
い
る
場
合
、
約
款
に
よ
る

規
律
が
そ
れ
と
異
な
る
と
き
に
は
、
そ
の
規
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
諸
事
例
に
つ
い
て
、
任
意
法
の
基
礎
に
あ
る
正
義
の
要
請

を
疑
わ
せ
、
そ
れ
と
異
な
っ
た
約
款
中
の
規
律
が
正
義
と
公
正
に
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
理
由
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

取
引
上
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
約
款
を
用
い
て
行
わ
れ
る
商
取
引
が
誠
実
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
必
要
性
は
、
公
正
か
つ
正

当
に
思
考
す
る
者
が
相
当
と
考
え
る
も
の
の
枠
内
に
約
款
条
項
が
あ
る
こ
と
を
要
求

77
）

す
る
。

制
定
法
と
異
な
る
証
明
責
任
の
負
担
が
普
通
取
引
約
款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
約
款
を
設
定
し
た
契
約
当
事

者
の
答
責
領
域
中
に
あ
る
事
実
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
が
、
約
款
に
服
従
し
た
契
約
当
事
者
に
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
こ

の
よ
う
な
条
項
を
も
は
や
正
当
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
こ
れ
を
許
す
な
ら
ば
、
寄
託
者
は
、
無
傷
で
の
物
品
の
寄

託
、
お
よ
び
、
寄
託
さ
れ
た
物
品
の
毀
損
が
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
事
情
に
加
え
て
、
そ
の
際
に
倉
庫
営
業
者
の
過
責
が
存
在
し
た
こ
と
を

証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
お
そ
ら
く
実
際
上
は
、
証
拠
不
十
分
と
し
て
、
寄
託
者
に
は
し
ば
し
ば
法
的
権
利
が
な

い
こ
と
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
証
明
責
任
を
約
款
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
寄
託
者
に
と
っ
て

期
待
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
寄
託
さ
れ
た
物
品
の
毀
損
ま
た
は
喪
失
に
関
す
る
倉
庫
営
業
者
の
過
責
に
関
す
る
証
明
責
任
を
寄
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託
者
に
一
般
的
に
負
わ
せ
る
限
り
で
、
本
件
約
款
条
項
は
無
効
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
、
ド
イ
ツ
商
法
三
九
〇
条
一
項
・
四
一
七
条

一
項
が
適
用
さ
れ
る
。

⑵

本
判
決
で
は
、
服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
私
的
自
治
の
実
質
的
喪
失
と
い

う
観
点
が
強
調
さ
れ
、
普
通
取
引
約
款
中
の
条
項
が
信
義
誠
実
の
原
則
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
が
前
面
に
出
て
い
る
。
ま
た
、
公
正
か

つ
正
当
に
思
考
す
る
者
が
相
当
と
考
え
る
も
の
の
枠
内
に
約
款
条
項
が
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
も
、
相
手
方
の
同
意
の
範
囲
の
問
題
で

は
な
く
、
商
取
引
に
お
け
る
誠
実
性
か
ら
の
要
請
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
不
公
正
な
内
容
の
条
項
は
予
期
し
え
な
い
」

と
い
う
中
間
項
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
条
項
の
不
公
正
性
を
正
面
か
ら
審
査
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
服
従
意
思

の
範
囲
と
い
う
構
成
に
よ
ら
な
い
と
し
て
、
い
か
な
る
法
理
に
よ
っ
て
条
項
の
無
効
化
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
き
、
将
来

の
契
約
相
手
方
の
利
益
を
適
切
に
顧
慮
す
る
信
義
誠
実
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
、
な
い
し
、
契
約
自
由
の
濫
用
と
い
う
観
点
を
明
ら
か

に
し
た
の
が
、
連
邦
裁
判
所
一
九
六
四
年
一
一
月
四
日
判
決
で
あ
る
。

２

連
邦
裁
判
所
一
九
六
四
年
一
一
月
四
日
判
決

一
九
六
四
年
一
一
月
四
日

78
）

判
決
に
お
い
て
も
、
連
邦
裁
判
所
は
服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
を
と
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
と
異
な
る

条
項
無
効
化
規
範
の
正
当
化
を
試
み
て
い
る
。

本
判
決
の
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
は
、
建
設
中
の
事
業
用
不
動
産
の
上
に
五
万
マ
ル
ク
の
二
番
抵
当
権
を
つ
け
て

金
銭
を
貸
借
し
て
く
れ
る
者
を
新
聞
広
告
で
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
Ｘ
の
責
任
者
Ｈ
か
ら
の
問
い
合
わ
せ

が
あ
っ
た
の
で
、
Ｙ
は
Ｈ
を
訪
れ
、
抵
当
権
付
融
資
の
仲
立

79
）

契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
裏
面
約
款
に
よ
れ
ば
、
与
信
契
約
が
結
ば
れ
た

場
合
、
ま
た
は
、
委
任
者
の
与
信
申
請
に
つ
い
て
関
心
を
有
し
ま
た
は
関
心
を
表
明
し
た
投
資
希
望
者
、
金
銭
保
有
者
、
金
融
機
関
、

仲
立
人
等
の
名
を
委
任
者
に
対
し
て
一
人
ま
た
は
数
人
挙
げ
た
場
合
に
は
、
Ｘ
は
、
申
請
額
の
三
％
、
少
な
く
と
も
受
領
額
の
三
％
の

報
酬
を
手
に
入
れ
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
投
資
希
望
者
を
複
数
紹
介
し
、
Ｙ
は
そ
れ
ら
の
者
と
交
渉
し
た
が
、
融
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資
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
Ｘ
が
報
酬
を
訴
求
し
た
と
こ
ろ
、
第
一
審
お
よ
び
原
審
は
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
よ
り
上
告
。

こ
れ
に
つ
き
、
連
邦
裁
判
所
は
、
右
条
項
は
、
個
別
に
合
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
普
通
取
引
約
款
に
含
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
無
効
で
あ
る
と
し
た
。
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
六
五
二
条
一
項

80
）

一
文
に
よ
れ
ば
、
仲
立

人
の
斡
旋
ま
た
は
仲
介
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
し
か
、
仲
立
料
の
支
払
義
務
は
存
在
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
任
意

法
規
で
あ
る
か
ら
、
合
意
に
よ
り
変
更
し
う
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
個
別
契
約
に
よ
り
交
渉
さ
れ
た
場
合
に
は
問
題
な

い
。し

か
し
、
仲
立
人
が
契
約
内
容
を
普
通
取
引
約
款
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
法
状
態
は
別
様
に
判
断
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
普
通
取
引
約
款
を
設
定
す
る
者
は
、
み
ず
か
ら
の
契
約
自
由
を
、
契
約
内
容
の
形
成
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
自
分
だ
け
で

利
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
約
款
設
定
者
は
、
す
で
に
約
款
の
作
成
の
際
に
、
将
来
の
契
約
相
手
方
の
利
益
を
適
切
に
顧
慮
す
る
義

務
を
信
義
誠
実
に
基
づ
い
て
負
う
。
約
款
設
定
者
が
自
己
の
利
益
だ
け
を
妥
当
さ
せ
た
場
合
、
約
款
設
定
者
は
契
約
自
由
を
濫
用
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
契
約
自
由
は
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
。
取
引
の
相
手
方
を
犠
牲
に
し
て
、
一
方

の
利
益
を
濫
用
的
に
追
求
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
中
に
具
体
化
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
取
引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の

人
々
の
利
益
を
考
慮
し
た
場
合
に
公
正
さ
と
矛
盾
す
る
、
不
当
で
、
不
意
打
ち
的
な
条
項
を
約
款
が
含
む
限
り
で
、
約
款
は
法
的
有
効

性
を
欠
き
う
る
。

こ
の
観
点
の
下
で
は
、
本
件
約
款
は
異
議
を
唱
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
、
仲
立
人
が
成
果
の
な
い
ま
ま
で
終
わ
っ

た
努
力
に
つ
い
て
も
報
酬
を
約
束
さ
せ
る
場
合
、
そ
の
中
に
は
、
制
定
法
上
の
仲
立
契
約
の
形
象
と
比
較
し
て
、
契
約
内
容
の
本
質
的

な
変
更
が
存
在
す
る
。
顧
客
は
、
結
果
に
対
し
て
で
は
な
く
、
仲
立
人
の
労
務
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
契
約
は
、
雇
用
契
約
に
大
幅
に
近
づ
き
、
立
法
者
が
規
律
し
、
利
益
適
合
的
か
つ
正
当
と
み
な
し
た
よ

う
な
仲
立
契
約
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
仲
立
契
約
の
顧
客
に
と
っ
て
、
契
約
を
こ
の
よ
う
に
す
っ
か
り
と
変
え
て
し
ま
う
条
項
は
不
意
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打
ち
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
本
件
の
よ
う
に
、
仲
立
人
が
、
た
っ
た
一
人
の
他
の
仲
立
人
の
名
前
を
挙
げ
る
だ
け
の
こ
と
に
つ
い
て
、

成
果
の
あ
っ
た
仲
介
の
場
合
と
同
じ
報
酬
を
条
件
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
条
項
は
不
当
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な

条
項
を
、
普
通
取
引
約
款
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
仲
立
契
約
に
挿
入
す
る
こ
と
は
、
信
義
誠
実
に
矛
盾
す
る
。
本
件
条
項
は
無

効
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
、
ド
イ
ツ
民
法
六
五
二
条
一
項
一
文
が
適
用
さ
れ
、
Ｘ
は
仲
立
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

検

討

服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
に
お
い
て
は
、
予
期
し
え
な
い
条
項
は
顧
客
の
服
従
意
思
の
範
囲
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
中
核
に

な
っ
て
お
り
、
約
款
の
拘
束
力
の
根
拠
た
る
服
従
意
思
の
限
界
と
い
う
形
で
条
項
の
無
効
化
が
判
断
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ

こ
で
は
、
契
約
内
容
へ
の
司
法
的
規
制
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
将
来
の
契
約
相
手
方
の
利
益
を
適
切
に
顧
慮
す
る
信
義
誠
実
に
基
づ

く
義
務
の
違
反
、
あ
る
い
は
、
契
約
自
由
の
濫
用
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
性
は
な
い
。
一
九
六
四
年
の
連
邦
裁
判
所
の
両
判
決
に
お

い
て
は
、
服
従
意
思
の
範
囲
の
外
か
否
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
将
来
の
契
約
相
手
方
の
利
益
を
適
切
に
顧
慮
す
る
信
義
誠
実
に
基

づ
く
義
務
の
違
反
、
な
い
し
、
契
約
自
由
の
濫
用
を
理
由
と
す
る
、
意
思
の
外
部
か
ら
の
司
法
的
内
容
規
制
が
問
題
と
さ
れ
、
条
項
の

不
公
正
性
が
正
面
か
ら
審
査
さ
れ
て
い
る
の
で

81
）

あ
る
。
ま
た
、
か
か
る
構
成
は
、
顧
客
の
服
従
意
思
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
個
々
の
顧
客
の
個
別
事
情
を
問
題
と
す
る
必
要
性
も
存
在
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
条
項
無
効
化
規
範
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
に
基
づ
く
独
占
濫
用
理
論
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
信
義
誠
実
に
基
づ
い
て
負
う
義
務
の
違
反
を
根
拠
と
す
る
条
項
無
効
化
規
範
と
独
占
濫
用
理
論

と
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
｜
｜
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
形
で
並
存
あ
る
い
は
相
互
補
完
関

係
に
あ
る
の
か
｜
｜
が
問
題
と
な
る
。
従
来
、
こ
の
点
の
検
討
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
の
で
、
章
を
改
め
、
こ
の

点
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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53
）

検
討
す
る
判
例
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
河
上
『
法
理
』
三
三
四
頁
以
下
、G

ra
b
a
 
in
:
S
ch
lo
sser /C

o
ester -W

a
ltjen

/G
ra
b
a
,
K
o
m
m
en
ta
r
 
zu
m
 
G
esetz

 
zu
r R

eg
elu

n
g d

es R
ech

ts d
er A

llg
em
ein

en G
esch

a
ftsb

ed
in
g
u
n
g
en
,
1977,

V
o
rb
em
.
zu

9
b
is
11
R
d
n
.
9(S

. 190
ff. ）

を
参
考
に
し
た
。

54
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 8. 3. 1955,
B
G
H
Z
17,

1(2);
B
G
H
,
U
rt.v

. 22. 1. 1954,
B
G
H
Z
12,

136(142).
55
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 15. 6. 1964,
B
G
H
Z
42,

53(55).

相
手
方
の
服
従
に
つ
い
て
は
、
河
上
『
法
理
』
二
一
〇
頁
以
下
も
参
照
。

56
）

ド
イ
ツ
民
法
三
〇
五
条
二
項
（
旧
約
款
規
制
法
二
条
一
項
）

普
通
取
引
約
款
は
、
約
款
使
用
者
が
契
約
締
結
の
際
に
、

一

他
方
契
約
当
事
者
に
対
し
て
、
明
示
的
に
、
ま
た
は
、
明
示
的
指
示
が
契
約
締
結
の
種
類
の
ゆ
え
に
著
し
い
困
難
の
も
と
で
し
か
で
き
な
い
と
き
に
は
、
契
約
締

結
の
場
所
で
の
明
瞭
に
視
覚
可
能
な
掲
示
に
よ
っ
て
、
普
通
取
引
約
款
を
指
示
し
、
か
つ
、

二

他
方
契
約
当
事
者
に
、
約
款
使
用
者
に
と
っ
て
認
識
し
う
る
他
方
契
約
当
事
者
の
身
体
的
障
害
を
も
相
当
に
考
慮
し
た
、
期
待
可
能
な
方
法
で
、
普
通
取
引
約
款

の
内
容
を
認
識
し
う
る
状
態
が
作
り
出
さ
れ
、

か
つ
、
他
方
契
約
当
事
者
が
普
通
取
引
約
款
の
適
用
に
つ
き
同
意
し
た
場
合
に
の
み
、
契
約
の
構
成
部
分
と
な
る
。

57
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 29. 10. 1956,
B
G
H
Z
22,

90=N
JW

1957,
17.

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
北
川
善
太
郎
「
ド
イ
ツ
判
例
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
（
一
）」
民
商
法
雑
誌

四
六
巻
三
号
四
七
四
頁
（
一
九
六
二
年
）、
千
葉
恵
美
子
「
ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
法
的
構
造
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）」
北
大
法
学
論
集
三
〇
巻
三
号
五
二
七
頁
以
下
（
一

九
七
九
年
）
も
参
照
。

58
）

B
ra
n
d
n
er in

:
U
lm
er /B

ra
n
d
n
er /H

en
sen

,
A
G
B
-G
esetz,

8.
A
u
fl.,

9
R
d
n
.
4(S

. 546),
1997.

59
）

こ
の
申
請
書
の
Ｙ
の
署
名
に
つ
い
て
、
原
審
は
、
Ｙ
の
署
名
は
Ｙ
の
妻
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
Ｙ
は
自
己
の
名
で
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
お

よ
び
消
費
貸
借
契
約
を
事
後
的
に
承
認
し
た
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
原
審
の
事
実
認
定
は
Ｙ
の
黙
示
の
承
認
を
肯
定
す
る
の
に
十
分
な
手
が
か

り
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
差
戻
審
で
審
理
す
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。JU

R
IS
-D
o
k
.
N
r.
K
O
R
E
016548047.

60
）

Ｙ
は
ま
た
、
書
面
上
の
裁
判
管
轄
条
項
は
独
占
類
似
の
地
位
の
利
用
に
よ
り
良
俗
違
反
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
一
三
九
条
に
よ
り
契
約
全
体
が
無
効
と

な
る
結
果
、
Ｙ
は
契
約
上
の
義
務
を
負
わ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
条
項
の
無
効
が
契
約
全
体
の
無
効
を
招
来
し
な
い
こ
と
は
ラ
イ

ヒ
裁
判
所
以
来
の
確
定
判
例
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
Ｙ
の
契
約
上
の
義
務
に
影
響
し
な
い
と
し
た
。

61
）

河
上
正
二
・
加
藤
雅
信
・
加
藤
新
太
郎
「
鼎
談
・
約
款
論
を
語
る
」
判
タ
一
一
八
九
号
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）
は
、「
本
来
で
あ
れ
ば
一
個
と
し
て
読
め
る
も

の
を
、
そ
れ
を
約
款
と
い
う
道
具
を
使
っ
て
三
面
契
約
に
仕
立
て
る
こ
と
が
本
当
に
で
き
る
の
か
」（
同
一
一
頁
）
と
い
う
問
題
の
立
て
方
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
成

り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
広
範
か
つ
有
用
な
広
が
り
を
持
ち
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

62
）

売
買
契
約
に
基
づ
く
売
主
の
請
求
権
に
対
す
る
抗
弁
（
こ
こ
で
は
瑕
疵
担
保
の
抗
弁
）
を
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
者
に
対
し
て
主
張
で
き
る
か
と
い
う
問

題
一
般
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
千
葉
恵
美
子
「
ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
法
的
構
造
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）、（
二
）、（
三
）」
北

大
法
学
論
集
三
〇
巻
二
号
三
三
三
頁
以
下
、
三
〇
巻
三
号
五
一
三
頁
以
下
、
三
四
巻
三
・
四
号
五
六
七
頁
（
一
九
七
九
年
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

63
）

債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
四
七
六
条

物
の
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
売
主
の
瑕
疵
担
保
の
義
務
を
免
除
し
ま
た
は
制
限
す
る
合
意
は
、
売
主
が
瑕
疵
を
悪
意
で
黙

秘
し
た
場
合
に
は
、
無
効
で
あ
る
。
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64
）

結
論
と
し
て
は
、
差
戻
審
に
よ
る
改
め
て
の
審
理
に
よ
り
、
Ｙ
の
妻
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
を
Ｙ
が
承
認
し
た
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
Ｙ
の

瑕
疵
担
保
の
抗
弁
を
考
慮
し
て
さ
ら
に
認
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し
と
さ
れ
た
。

65
）

G
ra
b
a
,
a
.a
.O
.
(F
n
. 53),

V
o
rb
em
.
zu

9
b
is
11
R
d
n
.
9(S

. 191).

他
方
、
類
型
的
判
断
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
を
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
同
条
は
類
型
的
判
断
を
行
う
条
文
で
は
な
く
、
個
別

事
例
関
係
的
な
判
断
を
行
う
条
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
条
項
無
効
化
規
範
を
直
接
に
同
条
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
批
判
も
あ
る（

v
g
l.

L
u
k
es,

G
ed
a
n
k
en zu

r B
eg
ren

zu
n
g d

es In
h
a
lts A

llg
em
ein

er G
esch

a
ftsb

ed
in
g
u
n
g
en
,
F
estsch

rift fu
r A

lfred
 
H
u
eck

 
zu
m
70.

G
eb
u
rtsta

g
,
1959,

S
.

459(467
f. );

B
ra
n
d
n
er,

A
cP

162(1963),
S
. 237(247)）

。
ま
た
同
条
は
、
契
約
の
履
行
に
関
す
る
規
律
で
あ
っ
て
、
契
約
の
有
効
性
審
査
の
基
礎
と
す
べ
き
で
は

な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
（B

ra
n
d
n
er,

a
.a
.O
.,
S
. 237（

247).

す
で
にR
a
iser,

a
.a
.O
.
(F
n
. 19),

S
. 281

f.

も
指
摘
し
て
い
た
）。

66
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 29. 9. 1960,
B
G
H
Z
33,

216=N
JW

1961,
212.

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
木
村
惇
「
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
免
責
・
責
任
制
限
条
項
の
効
力
」
龍

谷
法
学
一
〇
巻
三
号
九
〇
頁
以
下
（
一
九
七
八
年
）、
山
本
豊
「
保
管
型
営
業
主
の
用
い
る
免
責
条
項
に
対
す
る
司
法
的
規
制
に
つ
い
て
（
一
）
｜
｜
日
独
両
法
の
比
較

を
中
心
に
｜
｜
」
上
智
法
学
論
集
二
七
巻
二
号
五
一
頁
以
下
（
一
九
八
四
年
）
も
参
照
。

67
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 29. 10. 1956,
B
G
H
Z
22,

109(119
f. ).

68
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 29. 10. 1962,
B
G
H
Z
38,

183=N
JW

1963,
99.

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
山
本
豊
・
前
掲
注
（
66
）
四
六
頁
以
下
も
参
照
。

69
）

控
訴
審
で
、
Ｙ
は
、
こ
の
引
渡
し
は
Ｘ
代
理
人
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

70
）

こ
の
後
の
諸
判
決
で
は
、
三
一
五
条
の
法
思
想
は
援
用
さ
れ
て
い
な
い
。
約
款
に
対
す
る
内
容
規
制
に
際
し
て
、
三
一
五
条
の
保
護
思
想
を
援
用
す
る
こ
と
の
可
否

に
つ
い
て
は
、L

u
k
es,

N
JW

1963,
1897

、
大
村
須
賀
男
・
前
掲
注
（
52
）
神
戸
法
学
雑
誌
一
四
巻
四
号
七
八
一
頁
を
参
照
。

71
）

結
論
と
し
て
は
、
原
審
に
お
い
て
棄
却
さ
れ
た
範
囲
で
、
破
棄
差
戻
し
と
さ
れ
た
。

72
）

不
意
打
ち
条
項
規
制
を
定
め
る
ド
イ
ツ
民
法
三
〇
五
ｃ
条
一
項
（
旧
約
款
規
制
法
三
条
）
も
、
普
通
取
引
約
款
中
の
条
項
で
、
当
該
諸
事
情
（n

a
ch
 
d
en
 
U
m
-

sta
n
d
en

）、
と
り
わ
け
契
約
の
外
形
か
ら
し
て
、
約
款
使
用
者
の
相
手
方
が
そ
れ
を
予
期
す
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
に
異
常
で
あ
る
も
の
は
、
契
約
の
構
成
要
素
に
な
ら

な
い
（
傍
線
は
筆
者
）、
と
定
め
る
。

73
）

わ
が
国
の
学
説
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
が
、
山
下
友
信
「
普
通
保
険
約
款
論
（
五
・
完
）
｜
｜
そ
の
法
的
性
格
と
内
容
的
規
制
に
つ
い
て
｜
｜
」
法
学
協
会
雑
誌

九
七
巻
三
号
三
四
二
頁
以
下
（
一
九
八
〇
年
）
は
、
約
款
の
拘
束
力
の
根
拠
と
関
連
さ
せ
て
不
合
理
な
条
項
に
は
そ
も
そ
も
拘
束
力
が
発
生
し
な
い
と
す
る
見
解
に
関
し

て
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

74
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 17. 2. 1964,
B
G
H
Z
41,

151=N
JW

1964,
1123.

75
）

一
九
九
八
年
改
正
前
ド
イ
ツ
商
法
四
一
七
条
一
項

物
品
の
受
取
、
保
管
お
よ
び
保
険
に
関
す
る
倉
庫
業
者
の
権
利
お
よ
び
義
務
に
は
、
問
屋
に
関
し
て
適
用
の

あ
る
三
八
八
条
な
い
し
三
九
〇
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

ド
イ
ツ
商
法
三
九
〇
条
一
項

問
屋
は
、
自
己
の
保
管
す
る
物
品
の
喪
失
お
よ
び
毀
損
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
、
た
だ
し
、
そ
の
喪
失
ま
た
は
毀
損
が
、
通
常
の
商

人
の
注
意
を
も
っ
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
事
由
に
基
づ
く
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
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76
）

債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
二
八
二
条
（
現
二
八
〇
条
一
項
二
文
に
ほ
ぼ
対
応
）

給
付
の
不
能
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
の
結
果
で
あ
る
か
否
か
に

つ
き
争
い
あ
る
と
き
は
、
債
務
者
が
証
明
責
任
を
負
担
す
る
。

債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
二
八
五
条
（
現
二
八
六
条
四
項
）

債
務
者
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
給
付
を
行
わ
な
い
限
り
、
遅
滞
に
陥

ら
な
い
。

77
）

こ
れ
が
、
以
後
の
判
例
の
中
で
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
「
任
意
法
の
秩
序
付
け
機
能
」
な
い
し
「
任
意
法
の
指
導
形
象
機
能
」
に
関
す
る
命
題
で
あ

る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
文
献
と
し
て
、
河
上
『
法
理
』
三
八
四
頁
以
下
お
よ
び
三
九
四
頁
、
山
本
豊
・
前
掲
書
注
（
６
）
五
九
頁
以
下
お
よ

び
八
六
頁
、
同
・
前
掲
書
注
（
７
）
八
一
頁
以
下
を
参
照
。

78
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 4. 11. 1964,
N
JW

1965,
246=W

M
1964,

1319.

79
）

仲
立
契
約
か
否
か
も
争
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
と
関
係
な
い
の
で
省
略
す
る
。

80
）

ド
イ
ツ
民
法
六
五
二
条
一
項
一
文

契
約
の
締
結
に
機
会
を
斡
旋
す
る
こ
と
ま
た
は
契
約
を
仲
介
す
る
こ
と
に
つ
い
て
仲
立
料
を
合
意
し
た
者
は
、
仲
立
人
の
斡

旋
ま
た
は
仲
介
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
の
み
、
仲
立
料
の
支
払
義
務
を
負
う
。

81
）

な
お
、
こ
の
条
項
無
効
化
法
理
と
、
服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
混
乱
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
裁
判
所
一
九
七
〇

年
六
月
四
日
判
決（

B
G
H
,
U
rt.v

. 4. 6. 1970,
B
G
H
Z
54,

106(109
f. )=N

JW
1970,

1596(1597
f. ））

に
お
い
て
は
、
将
来
の
契
約
相
手
方
の
利
益
を
適
切
に
顧
慮
す

る
信
義
誠
実
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
や
、
契
約
自
由
の
濫
用
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
一
方
で
、
相
手
方
に
よ
っ
て
一
方
的
に
設
定
さ
れ
た
普
通
取
引
約
款
に
服
従
し
た

契
約
当
事
者
の
同
意
は
公
正
か
つ
正
当
に
予
期
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
項
に
し
か
及
ば
な
い
、
と
の
説
示
も
行
わ
れ
て
い
る
。

第
四
章

検
討
｜
｜
ま
と
め
に
か
え
て
｜
｜

一

連
邦
裁
判
所
に
よ
る
約
款
規
制
法
理
の
三
層
構
造

⑴

契
約
で
合
意
さ
れ
た
内
容
が
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
法
的
有
効
性
が
拒

絶
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
契
約
自
由
の
原
則
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
原
則
か
ら
の
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
例
外
則
と
し
て
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
に
よ
る
条
項
無
効
化
法
理
、
す
な
わ
ち
独
占
濫
用
理
論
を
形
成
し
た
。
普
通
取
引
約
款
に

お
け
る
不
当
条
項
の
問
題
を
、
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
二
項
を
参
考
に
、
搾
取
の
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
独
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占
濫
用
理
論
は
、
不
当
な
取
引
条
件
が
用
い
ら
れ
る
諸
事
例
の
一
部
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ラ
イ
ヒ
裁
判

所
は
独
占
要
件
を
緩
和
し
、
ま
た
、
独
占
濫
用
理
論
に
重
ね
て
、
信
義
則
に
基
づ
く
条
項
の
援
用
制
限
法
理
を
形
成
し
た
。

連
邦
裁
判
所
も
、
当
初
こ
そ
か
か
る
二
本
立
て
の
規
制
に
従
っ
た
が
、
後
に
、
独
占
濫
用
を
要
件
と
し
な
い
条
項
無
効
化
法
理
の
形

成
に
乗
り
出
し
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
普
通
取
引
約
款
設
定
者
の
相
手
方
の
服
従
意
思
は
そ
の
設
定
を
相
手
方
が
正
当
か
つ
公

正
に
予
期
し
う
る
条
項
に
の
み
及
ぶ
と
し
て
、「
服
従
意
思
の
範
囲
」
と
い
う
構
成
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
を
提
示
し
た
。
こ
の

構
成
は
、
独
占
濫
用
理
論
の
よ
う
な
意
思
の
外
部
か
ら
の
司
法
的
規
制
で
は
な
く
、
顧
客
の
服
従
意
思
の
及
ぶ
限
界
を
画
す
る
と
い

う
、
約
款
の
拘
束
力
の
限
界
設
定
と
い
う
観
点
か
ら
の
規
制
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
構
成
は
、
本
来
は
不
意
打
ち
条
項
に
対
す
る

規
制
で
あ
る
も
の
を
、「
不
公
正
な
内
容
の
条
項
は
予
期
し
え
な
い
」
と
い
う
中
間
項
を
媒
介
に
し
て
、
不
公
正
な
内
容
の
条
項
の
効

力
を
否
定
す
る
法
理
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
条
項
の
開
示
等
に
よ
り
相
手
方
が
当
該
条
項
内
容
を
予
期
し
う
る
と
い

え
れ
ば
規
制
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
構
成
に
お
い
て
は
、
服
従
意
思
の
範
囲
は
個
々
の
顧
客
に
よ
り

判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
個
別
事
情
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
約
款
を
用
い
た
契
約
を
画
一
的
に
処
理
す
る
と

い
う
要
請
に
合
致
し
な
い
と
い
う
点
で
も
問
題
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
。

⑵

続
い
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
服
従
意
思
の
範
囲
と
い
う
構
成
と
は
異
な
る
条
項
無
効
化
法
理
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
普
通
取
引
約
款
設
定
者
は
、
約
款
の
作
成
の
際
に
す
で
に
、
将
来
の
契
約
の
相
手
方
の
利
益
を
適
切
に
顧
慮
す
る
義
務
を
信
義
誠

実
に
基
づ
い
て
負
い
、
約
款
設
定
者
が
自
己
の
利
益
だ
け
を
妥
当
さ
せ
た
場
合
、
約
款
設
定
者
は
契
約
自
由
を
濫
用
し
た
も
の
と
し

て
、
契
約
自
由
は
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
、
と
い
う
条
項
無
効
化
法
理
で
あ
る
。
前
記
の
服
従
意
思
の
範
囲
と

い
う
構
成
に
お
い
て
は
、
予
期
し
え
な
い
条
項
は
顧
客
の
服
従
意
思
の
外
に
あ
る
と
の
み
い
え
ば
よ
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
こ
で
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
信
義
誠
実
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
に
つ
い
て
の
言
及
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
別
の
無
効

化
法
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、「
不
公
正
な
内
容
の
条
項
は
予
期
し
え
な
い
」
と
い
う
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中
間
項
を
媒
介
と
せ
ず
、
条
項
の
内
容
が
信
義
誠
実
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
が
前
面
に
出
て
い
る
た
め
、
相
手
方
が
条
項
内
容
を
予
期

し
う
る
場
合
に
も
、
規
制
が
行
わ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
無
効
化
法
理
に
あ
っ
て
は
、
服
従
意
思
の
範
囲
と
い

う
約
款
の
拘
束
力
の
限
界
付
け
と
い
う
形
で
の
条
項
無
効
化
法
理
で
は
な
く
、
信
義
誠
実
に
基
づ
く
、
意
思
の
外
部
か
ら
の
司
法
的
内

容
規
制
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
約
款
設
定
者
が
信
義
誠
実
に
基
づ
い
て
負
う
義
務
の
違
反
を
理
由
と
し
て
契
約
自
由
を
制
限
す
る

と
考
え
る
場
合
、
こ
の
条
項
無
効
化
法
理
と
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
な
い
し
独
占
濫
用
理
論
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
｜
｜

と
り
わ
け
、
独
占
濫
用
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
条
項
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
一
三
八
条
と
の
間
で
評
価
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
の
か

｜
｜
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
連
邦
裁
判
所
は
明
示
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
条
項
内
容
が
信
義
誠
実
に
合
致
す
る
か
否
か
の
判

断
が
、「
そ
の
よ
う
な
取
引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の
人
々
の
利
益
」
を
考
慮
し
て
類
型
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着

目
す
れ
ば
、
単
に
根
拠
条
文
が
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
か
同
二
四
二
条
か
と
い
う
相
違
以
上
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
だ
ろ

う
。ま

ず
、
大
前
提
と
し
て
、
契
約
の
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項
の
設
定
そ
れ
自
体
は
、
契
約
自
由
に
よ
り
許
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
条
項
が
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
で
は
、
条
項
の
無
効
判
断
を
引
き
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
設
定
者
の
行
為
態
様
を
考
慮
に
入
れ
て
初
め
て
、
条
項
の
無
効
判
断
は
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
暴
利
行
為
に

お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
お
よ
び
当
初
の
連
邦
裁
判
所
は
、
暴
利
行
為
論
の
延
長
に
立
っ
て
、
独
占
的
地
位
の

濫
用
の
禁
止
と
い
う
行
為
義
務
を
設
定
し
、
そ
の
違
反
を
搾
取
と
同
様
に
評
価
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
｜
｜
給
付
の
不
均
衡
と

同
様
に
｜
｜
個
別
的
な
当
該
契
約
相
手
方
と
の
関
係
で
不
利
益
を
与
え
る
条
項
の
無
効
化
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
判

断
は
個
別
的
に
行
わ
れ
る
。
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さ
て
、
連
邦
裁
判
所
が
最
終
的
に
提
示
し
た
信
義
誠
実
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
を
理
由
と
す
る
条
項
無
効
化
法
理
に
お
い
て
は
、
普

通
取
引
約
款
の
設
定
に
よ
り
契
約
内
容
形
成
の
自
由
を
自
分
だ
け
で
利
用
で
き
る
地
位
の
濫
用
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、

独
占
濫
用
理
論
と
の
均
衡
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
地
位
を
濫
用
し
て
、
個
別
的
な
当
該
契
約
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項

を
合
意
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
条
項
は
有
効
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
を

無
効
と
す
る
こ
と
は
独
占
濫
用
理
論
と
の
間
で
評
価
矛
盾
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
（
連
邦
裁
判
所
は
独
占
濫
用
理
論
を
廃
棄
し
て
い
な
い
）。

し
か
し
、
こ
の
信
義
誠
実
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
を
理
由
と
す
る
条
項
無
効
化
法
理
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
普
通
取
引

約
款
｜
｜
相
手
方
の
服
従
に
よ
っ
て
契
約
内
容
に
な
る
と
い
う
過
程
ま
で
含
む
も
の
と
し
て
の
そ
れ
｜
｜
を
利
用
す
る
者
に
対
し
て
、

「
そ
の
よ
う
な
取
引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の
人
々
の
利
益
」
を
考
慮
す
べ
く
信
義
則
上
課
さ
れ
る
義
務
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別

的
な
搾
取
の
禁
止
の
枠
外
で
、
約
款
と
い
う
制
度
な
い
し
仕
組
み
の
利
用
者
に
か
か
る
信
義
則
上
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
独
占
濫
用
理
論
と
い
え
ど
も
、
か
か
る
特
殊
な
立
場
に
あ
る
者
に
｜
｜
個
別
的
な
搾
取
の
禁
止
の
枠
外
で
｜
｜
か
か
る
類
型
的
な

利
益
を
配
慮
す
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
ま
で
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
と
め
る
と
、
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
が
個
別
的
な
搾
取
を
対

象
と
す
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
暴
利
行
為
論
拡
張
の
限
界
を
補
う
形
で
、
取
引
上
の
信
義

82
）

誠
実
を
根
拠
と
し
た
条
項
無
効
化
法
理

が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、
ド
イ
ツ
旧
約
款
規
制
法
制
定
以
前
に
お
け
る
連
邦
裁
判
所
の
約
款
規
制
法
理
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
層
の

補
完
的
構
造
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項
の
設
定
そ
れ

自
体
は
、
契
約
自
由
に
よ
り
許
さ
れ
る
（
原
則
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
個
別
的
な
搾
取
の
禁
止
と
い
う
枠
組
み
で
、
独
占
的
地
位
の
濫

用
と
い
う
約
款
設
定
者
の
行
為
態
様
を
考
慮
に
入
れ
て
、
個
別
的
な
当
該
契
約
相
手
方
と
の
関
係
で
不
利
益
を
与
え
る
条
項
の
無
効
化

が
図
ら
れ
る
（
独
占
濫
用
理
論
〔
例
外
①
〕）。
さ
ら
に
、
個
別
的
な
搾
取
の
禁
止
の
枠
外
で
、
普
通
取
引
約
款
の
設
定
に
よ
り
契
約
内

容
形
成
の
自
由
を
自
分
だ
け
で
利
用
で
き
る
地
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
、「
そ
の
よ
う
な
取
引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の
人
々
の
利
益
」
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を
配
慮
す
る
義
務
が
課
さ
れ
、
か
か
る
類
型
的
な
観
点
に
お
い
て
不
利
益
と
判
断
さ
れ
る
条
項
の
無
効
化
が
図
ら
れ
る
（
信
義
誠
実
に

基
づ
く
義
務
の
違
反
を
理
由
と
す
る
条
項
無
効
化
法
理
〔
例
外
②
〕）。
さ
ら
に
、
そ
れ
自
体
は
有
効
な
条
項
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
事
例
に

お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
よ
る
条
項
の
援
用
が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
信
義
誠
実
に
基
づ
く
条
項
の
援
用
制
限
〔
例
外

③
〕）。

信
義
則
上
の
義
務
の
違
反
を
理
由
と
す
る
条
項
無
効
化
法
理
は
、
現
在
、
ド
イ
ツ
民
法
三
〇

83
）

七
条
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
も
、
判
断
は
個
別
事
情
か
ら
離
れ
た
類
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

84
）

い
る
。

な
お
、
現
在
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
三
一
〇
条

85
）

三
項
が
、
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
の
特
則
を
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
約
款
規
制
に

関
す
る
諸
規
定
は
、
事
前
形
成
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
条
件
に
、
そ
れ
が
一
度
だ
け
の
利
用
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
適
用
の

可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
不
当
な
不
利
益
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
契
約
締
結
に
伴
う
事
情
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
、
類
型
的
な
利
益
の
配
慮
の
み
な
ら
ず
、
具
体
的
・
個
別
的
な
事
情
の
考
慮
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
右
に
分
析
し
た
図
式
と
比

較
す
る
と
、
こ
れ
は
｜
｜
消
費
者
契
約
を
個
別
暴
利
と
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
｜
｜
例
外
①
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

独
占
濫
用
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
個
別
的
な
契
約
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項
を
無
効
と
す
る
こ
と
を
、
消
費
者
契
約

と
い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
で
｜
｜
そ
の
問
題
性
に
鑑
み
て
｜
｜
特
別
に
認
め
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

二

わ
が
国
へ
の
示
唆

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
旧
約
款
規
制
法
制
定
以
前
の
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
内
容
規
制
法
理
の
理
論
的
基
礎
の
検
討
を
主
題
と
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
最
後
に
、
本
稿
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
を
若
干
検
討
し
て
み
た
い
。
も
と
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
わ
が
国
に
お

い
て
も
、
普
通
取
引
約
款
な
い
し
付
随
的
契
約
条
項
に
対
す
る
内
容
規
制
の
基
礎
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
数
の
文
献
が
発
表
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
比
較
検
討
に
ま
で
は
至
っ
て
お
ら
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
試
論
的
に
、
以
下
の
点
を
指
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摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

⑴

ま
ず
、
ド
イ
ツ
法
の
分
析
で
み
た
約
款
規
制
の
三
層
構
造
を
わ
が
国
で
も
参
照
で
き
る
か
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
契

約
で
合
意
さ
れ
た
内
容
が
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
法
的
有
効
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
わ
が
国
の
民
法
九
〇
条
に
は
暴
利
行
為
を
定
め
る
規
定
は
な
い
が
、
大
判
昭
和
九
年
五
月
一
日
民
集
一
三
巻
八
七
五
頁
は
「
他

人
ノ
窮
迫
軽
卒
若
ハ
無
経
験
ヲ
利
用
シ
著
シ
ク
過
当
ナ
ル
利
益
ノ
獲
得
ヲ
目
的
ト
ス
ル
法
律
行
為
ハ
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
事
項
ヲ
目

的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
無
効
ナ
リ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
述
べ
、
相
手
方
の
窮
迫
、
軽
率
ま
た
は
無
経
験
の
利
用
の
よ
う
な
事
由

の
あ
る
場
合
に
の
み
、
契
約
を
無
効
と
し
て
い
る
。
近
時
、
暴
利
行
為
準
則
の
柔
軟
活
用
が
主
張
さ
れ
て
い

86
）

る
が
、
そ
れ
と
て
、
合
意

の
内
容
が
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
理
由
と
し
て
契
約
を
無
効
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド

イ
ツ
法
の
分
析
で
み
た
約
款
規
制
に
お
け
る
三
層
構
造
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
検
討
に
値
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑵

つ
ぎ
に
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
三
層
構
造
を
参
照
し
た
場
合
に
は
、
契
約
条
項
の
無
効
を
定
め
る
消
費
者
契
約
法
八
条
以
下
の
位

置
付
け
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
信
義
誠
実

に
基
づ
く
義
務
の
違
反
を
理
由
と
す
る
条
項
無
効
化
法
理
の
よ
う
に
、
個
別
的
な
搾
取
の
枠
組
み
（
個
別
的
な
暴
利
行
為
の
枠
組
み
）
の

外
で
、
類
型
的
な
観
点
に
お
い
て
相
手
方
に
と
り
不
利
益
と
判
断
さ
れ
る
条
項
の
無
効
化
を
図
る
法
理
と
考
え
る
可
能
性
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
民
法
三
一
〇
条
三
項
の
よ
う
に
、
消
費
者
契
約
の
領
域
で
、
個
別
暴
利
規
制
を
超
え
て
、
個
別
的
な
契
約

相
手
方
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項
の
無
効
化
を
図
る
特
別
な
無
効
準
則
と
考
え
る
可
能
性
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
消
費
者
契
約
法
の
立
法
過
程
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
第
一
六
次
報
告
書
は
、
事
業
者
が
消
費

者
の
利
益
を
適
切
に
配
慮
す
べ
き
義
務
の
基
礎
と
し
て
、「
消
費
者
取
引
に
お
い
て
も
、
契
約
当
事
者
の
一
方
で
あ
る
事
業
者
が
、
大

量
取
引
を
迅
速
か
つ
画
一
的
に
処
理
し
な
が
ら
安
定
し
た
契
約
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
の
契
約
に
お
い
て
種
々
の
権
利
を
留
保
し
た

り
、
相
手
方
の
権
利
を
制
限
す
る
な
ど
自
己
に
一
方
的
に
有
利
な
契
約
を
な
す
こ
と
が
可
能
な
場
合
が
あ
」
り
、「
こ
の
こ
と
が
、
一
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般
に
消
費
者
が
取
引
経
験
や
法
律
知
識
に
欠
け
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
主
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
」
と
説
明
し
て

87
）

い
る
。
こ
こ
で
は
、
た
し
か
に
、
事
業
者
が
大
量
取
引
を
迅
速
か
つ
画
一
的
に
処
理
す
る
た
め
に
一
方
的
に
契
約
条

項
を
設
定
す
る
こ
と
の
問
題
性
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
消
費
者
契
約
を
、
不
特
定
多
数
の
相
手
方
に
適
用
す
る
た
め
に
あ
ら
か
じ
め

設
定
し
た
契
約
条
項
に
限
定
す
る
こ
と
ま
で
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
立
法
上
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し

ろ
、
同
報
告
書
で
は
、
消
費
者
の
取
引
経
験
や
法
律
知
識
の
欠
如
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
契
約
法
一
条
も
、
規
制
理
由
を
「
消

費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
の
格
差
に
か
ん
が
み
」
と
定
め
て
い
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
者
契

約
法
八
条
以
下
は
、
契
約
条
項
の
類
型
的
不
当
性
だ
け
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
構
造
的
格
差

に
か
ん
が
み
て
、
消
費
者
契
約
と
い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
で
、
個
別
的
な
契
約
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項
の
無
効
化
を
図

る
準
則
を
特
別
に
認
め
た
と
み
る
方
が
適
当
だ

88
）

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
消
費
者
契
約
法
八
条
以
下
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
、
一
般
条
項
を
介
し

た
司
法
的
内
容
規
制
を
す
る
場
合
に
も
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
本
来
、（
柔
軟
化
さ
れ
た
意
味
で
あ
れ
）
暴
利
行
為
と
さ
れ

る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
個
別
的
な
契
約
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項
を
無
効
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
消
費
者
契
約

法
八
条
以
下
は
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
構
造
的
格
差
に
か
ん
が
み
て
、
あ
え
て
こ
れ
を
可
能
と
し
た
特
則
と
位
置
付
け
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
｜
｜
一
定
の
政
策
目
的
の
実
現
で
は
な
く
｜
｜
個
人
の
権
利
や
利
益
の
保
護
で
あ

る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
消
費
者
契
約
法
八
条
以
下
の
よ
う
な
特
別
法
が
な
く
と
も
、
一
定
の
介
入
指
標
と
特
別
な
介
入
を
正
当
化

す
る
根
拠
と
が
存
在
す
れ
ば
、
個
別
的
な
契
約
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
益
な
契
約
条
項
の
無
効
化
を
図
る
特
則
を
一
般
条
項
を
通
じ
て

創
出
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
暴
利
行
為
準
則
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
か
か

る
特
則
を
容
易
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
交
渉
力
の
相
違
は
ほ
と
ん
ど
の
契
約
関
係
に
お
い
て
み
ら
れ
る
か
ら
、
事
業
者
と
消
費

者
の
間
の
構
造
的
格
差
に
比
肩
し
う
る
構
造
的
格
差
を
示
す
明
確
な
介
入
指
標
と
、
個
別
暴
利
規
制
を
超
え
る

89
）

介
入
を
正
当
化
す
る
根
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拠
を
提
示
す
る
の
は
、
実
際
に
は
難
し
い
だ

90
）

ろ
う
。

⑶

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
個
別
的
な
搾
取
の
枠
組
み
（
個
別
的
な
暴
利
行
為
の
枠
組
み
）
の
外
で
、
類
型
的
な
観

点
に
お
い
て
不
利
益
と
判
断
さ
れ
る
条
項
の
無
効
化
を
図
る
法
理
を
、
民
法
九
〇
条
や
一
条
二
項
を
基
礎
に
導
入
す
る
可
能
性
は
、
な

お
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
に
従
え
ば
、
こ
れ
は
、
一
方
当
事
者
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
、
相
手
方
の
服
従

に
よ
っ
て
契
約
内
容
と
な
っ
た
契
約
条
項
に
つ
き
、
そ
の
よ
う
な
取
引
に
通
常
関
与
す
る
範
囲
の
人
々
の
利
益
を
考
慮
し
た
場
合
に
不

公
正
と
評
価
さ
れ
る
条
項
を
無
効
と
す
る
内
容
規
制
法
理
で
あ
る
。

か
か
る
内
容
規
制
法
理
を
導
入
す
る
場
合
、
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
契
約
条
項
が
か
か
る
類
型
的
な
観
点
か
ら
の
規
制
の
対
象
に
な
る

か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
不
特
定
多
数
の
契
約
に
お
い
て
用
い
る
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
契
約
条
項
を
準
備
・
設
定
し
、

当
該
契
約
に
付
随
さ
せ
、
相
手
方
の
服
従
に
よ
っ
て
契
約
内
容
と
し
た
場
合
が
典
型
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
｜
｜
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
で
は
あ
る
も
の
の
｜
｜
取
引
上
の
信
義
誠
実
か
ら
条
項
の
内
容
に
つ
き
類
型
的
公
正
さ
が
期
待
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
公
証
契
約
中
の
免
責
条
項
に
つ
い
て
、
一
方
的
な
利
益
追
求
を
伴
う
一
方
的
な
内
容
形
成
、
相
手
方

に
と
っ
て
の
内
容
形
成
可
能
性
の
欠
如
、
大
量
契
約
に
関
す
る
一
般
的
規
律
が
問
題
で
あ
る
こ
と
、
内
容
が
相
手
方
に
と
っ
て
見
通
す

こ
と
が
で
き
ず
か
つ
し
ば
し
ば
不
意
打
ち
と
な
る
こ
と
、
と
い
っ
た
要
素
を
挙
げ
て
、
公
証
契
約
を
普
通
取
引
約
款
と
同
様
に
取
り
扱

え
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
一
九
七
四
年
三
月
二
九
日
判
決
が
参
考
に

91
）

な
る
。

ま
た
、
か
か
る
内
容
規
制
の
根
拠
条
文
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
無
効
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、

個
人
の
権
利
や
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
公
序
良
俗
の
存
在
が
裁
判
例
の
傾
向
分
析
と
し
て
も
明
確
に
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
現

在
の
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
民
法
九
〇
条
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
基
礎
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
契

約
条
項
の
設
定
に
よ
り
契
約
内
容
形
成
の
自
由
を
自
分
だ
け
で
利
用
で
き
る
地
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
取
引
上
の
信
義
誠
実
に
基
づ

い
て
課
さ
れ
る
義
務
の
違
反
と
い
う
観
点
が
存
在
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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⑷

以
上
の
条
項
無
効
化
法
理
に
加
え
て
、
そ
れ
自
体
は
有
効
な
条
項
の
個
々
の
事
例
に
お
け
る
主
張
の
仕
方
に
関
す
る
条
項
の
援

用
制
限
法
理
も
肯
定
さ
れ
て
よ
い
だ

92
）

ろ
う
。
消
費
者
契
約
中
の
条
項
の
援
用
制
限
を
行
っ
た
近
時
の
判
例
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
学
納

金
返
還
請
求
訴
訟
に
関
し
て
、
合
格
者
の
親
か
ら
の
電
話
に
対
す
る
大
学
職
員
の
発
言
な
ど
の
個
別
事
情
を
根
拠
と
し
て
、
学
納
金
不

返
還
特
約
を
援
用
し
て
授
業
料
の
返
還
を
拒
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
が

93
）

あ
る
。

⑸

以
上
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
で
個
別
的
に
交
渉
さ
れ
た
条
項
が
消
費
者
契
約
法
に
よ
る
不
当
条

項
規
制
の
対
象
と
な
る
か
と
い
う
問
題
が

94
）

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
の
交
渉
が
あ
れ
ば
個
別
交
渉
あ
り
と
い
え
る
か
と
い

う
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
消
費
者
契
約
法
に
よ
る
不
当
条
項
規
制
が
構
造
的
な
格
差
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ

ば
、
少
な
く
と
も
、
個
別
的
な
交
渉
が
実
際
に
行
わ
れ
た
場
合
は
規
制
外
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
約
款
設
定
者
と
相
手
方

と
の
間
で
個
別
的
に
交
渉
さ
れ
た
条
項
が
上
記
の
類
型
的
判
断
を
基
礎
と
し
た
内
容
規
制
の
対
象
に
な
る
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て

も
、
個
別
的
な
交
渉
が
実
際
に
行
わ
れ
た
場
合
に
ま
で
、
契
約
内
容
形
成
自
由
の
濫
用
と
い
う
非
難
は
で
き
な
い
か
ら
、
個
別
的
な
交

渉
が
実
際
に
行
わ
れ
た
場
合
は
や
は
り
規
制
外
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
個
別
的
な
搾
取
の
禁
止
（
暴
利
行
為
規
制
）
の
枠

内
で
有
効
性
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
的
な
搾
取
の
禁
止
の
枠
組
み
が
、
補
完
的
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
と
り
わ
け
給
付
や
対
価
に
関
す
る
条
項
な
ど
の
合
意
の
中
心
部
分
に
対
す
る
介
入
の
可
否
も
問
題
と
な
る
。
合
意
の
中
心
部

分
と
付
随
的
条
項
を
明
瞭
に
区
別
で
き
る
基
準
が
提
示
で
き
る
か
と
い
う

95
）

問
題
を
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
合

意
の
中
心
部
分
に
は
当
事
者
の
個
別
的
意
思
が
関
与
し
て
い
る
と
み
て
、
こ
れ
も
同
様
に
消
費
者
契
約
法
の
規
制
外
と
考
え
て
、
個
別

的
な
搾
取
の
禁
止
（
暴
利
行
為
規
制
）
の
枠
内
で
有
効
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ

96
）

ろ
う
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
旧
約
款
規
制
法
制
定
以
前
の
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
条
項
無
効
化
法
理
の
理
論
的
基
礎
に
つ
い
て
検
討
し

た
。
ド
イ
ツ
で
は
当
初
、
暴
利
行
為
論
の
拡
張
と
い
う
形
で
約
款
問
題
へ
の
対
応
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
拡
張
に
も
限
界
が
あ
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る
こ
と
が
意
識
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
を
補
う
形
で
（
あ
る
い
は
そ
の
限
界
を
克
服
す
る
形
で
）、
新
た
な
無
効
準
則
が
、
信
義
誠
実
を
根

拠
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
暴
利
行
為
論
の
拡
張
と
限
界
、
そ
し
て
、
そ
の
外
延
に
あ
る
無
効
準
則
の
形
成
と
い
う
一
連

の
流
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
暴
利
行
為
論
の
活
用
は
現
在
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
か
つ
て
検
討

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

97
）

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
暴
利
行
為
論
拡
張
の
限
界
設
定
が
、
と
ら
れ
た
行
為
態
様
と
の
関
係
で
慎
重
に
検
討
さ
れ
て

い
た
。
わ
が
国
で
も
、
暴
利
行
為
論
な
い
し
公
序
良
俗
の
拡
張
・
活
用
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
当
然
、
拡
張
・

活
用
の
限
界
設
定
と
い
う
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
今
後
、
暴
利
行
為
論
の
拡
張
・
活
用
の
可
能
性
と

そ
の
限
界
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
外
延
に
あ
る
無
効
規
範
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
、
公
序
良
俗
論
の
研
究
を
深
め

98
）

た
い
。
他
方
、
普
通
取
引
約
款
な
い
し
付
随
的
契
約
条
項
に
対
す
る
内
容
規
制
の
基
礎
に
つ
い
て
は
、
日
独
と
も
に
、
す
で
に
多
数
の

文
献
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
比
較
検
討
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
本
稿
で
は
、
契
約
条
項
を
無
効
と

し
た
際
の
法
律
効
果
の
問
題
（
当
該
条
項
の
一
部
無
効
の
可
否
）
に
つ
い
て
も
検
討
が
及
ん
で
い

99
）

な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
今
後
さ
ら

に
研
究
を
継
続
す
る
こ
と
を
期
し
て
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
お
く
こ
と
と
す
る
。

82
）

類
型
的
判
断
に
基
づ
く
条
項
無
効
化
法
理
を
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
批
判
も
あ
る
（
注
（
65
）
参
照
）。

し
か
し
、
同
条
の
背
後
に
あ
る
信
義
則
は
、
債
権
法
全
体
に
関
わ
る
原
理
だ
か
ら
、
契
約
自
由
の
行
使
に
も
信
義
則
に
よ
る
制
限
は
存
在
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
厳
密
に

は
、
同
条
の
背
後
に
あ
る
信
義
則
に
由
来
す
る
内
容
規
制
で
あ
る
と
い
う
説
明
の
方
が
正
確
だ
ろ
う
。V

g
l.
F
a
strich

,
a
.a
.O
.
(F
n
. 11),

70
ff.;

sch
o
n S

ieb
ert,

in
 

S
o
erg

el B
u
rg
erlich

es G
esetzb

u
ch m

it E
in
fu
h
ru
n
g
sg
esetz u

n
d N

eb
en
g
esetzen

,
9.
A
u
fl.,

1959,
242

R
d
n
.
113(S

. 837).

83
）

ド
イ
ツ
民
法
三
〇
七
条
（
旧
約
款
規
制
法
九
条
）

①

普
通
取
引
約
款
中
の
規
定
は
、
そ
れ
が
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
て
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
方
に
不

当
に
不
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
、
無
効
で
あ
る
。
不
当
な
不
利
益
は
、
規
定
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
理
解
し
に
く
い
こ
と
か
ら
も
生
じ
う
る
。

②

約
款
中
の
規
定
が
つ
ぎ
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
不
当
な
不
利
益
が
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一

制
定
法
上
の
規
律
と
相
違
す
る
約
款
中
の
規
定
が
、
そ
の
制
定
法
上
の
規
律
の
本
質
的
基
本
理
念
と
合
致
し
な
い
と
き
、
ま
た
は
、

二

約
款
中
の
規
定
が
、
契
約
の
性
質
か
ら
生
ず
る
本
質
的
な
権
利
お
よ
び
義
務
を
、
契
約
目
的
の
達
成
を
危
殆
化
す
る
ほ
ど
に
制
限
す
る
と
き
。

③

略
（
旧
約
款
規
制
法
八
条
）。

84
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 8. 10. 1986,
B
G
H
Z
98,

303(308);
A
.
F
u
ch
s in

:
U
lm
er /B

ra
n
d
n
er /H

en
sen

,
A
G
B
-R
ech

t,
10.

A
u
fl.,

2006,
307

B
G
B
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d
n
.
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ff.
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(S
. 621

ff. ).

85
）

ド
イ
ツ
民
法
三
一
〇
条
三
項
（
旧
約
款
規
制
法
二
四
ａ
条
）

事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
契
約
（
消
費
者
契
約
）
に
つ
い
て
は
、
本
節
の
規
定
は
以
下
の
条
件

で
適
用
す
る
。

一

普
通
取
引
約
款
は
事
業
者
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
、
た
だ
し
、
そ
れ
が
消
費
者
に
よ
り
契
約
中
に
挿
入
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

本
法
の
三
〇
五
ｃ
条
二
項
、
三
〇
六
条
お
よ
び
三
〇
七
条
な
い
し
三
〇
九
条
な
ら
び
に
民
法
施
行
法
二
九
ａ
条
は
、
事
前
形
成
さ
れ
た
契
約
条
件
に
、
そ
れ
が
一

度
だ
け
の
使
用
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
消
費
者
が
事
前
形
成
の
ゆ
え
に
そ
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
限
り
で
適
用
す
る
。

三

三
〇
七
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
よ
り
不
当
な
不
利
益
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
契
約
締
結
に
伴
う
事
情
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

86
）

大
村
敦
志
『
公
序
良
俗
と
契
約
正
義
』
と
く
に
三
六
三
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

87
）

前
掲
注
（
13
）
三
七
頁
。

88
）

落
合
・
前
掲
書
注
（
１
）
一
五
一
頁
は
、
消
費
者
の
勧
誘
状
況
な
ど
、
当
該
契
約
に
関
す
る
契
約
時
点
で
の
す
べ
て
の
個
別
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
と
す
る
。

89
）

筆
者
自
身
は
、
暴
利
行
為
の
拡
張
と
い
う
方
向
性
そ
の
も
の
に
は
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
拡
張
に
よ
っ
て
も
対
応
で
き
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
明

確
な
介
入
指
標
と
そ
の
介
入
を
正
当
化
す
る
特
別
な
理
由
を
備
え
た
無
効
準
則
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

90
）

な
お
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
消
費
者
契
約
法
八
条
以
下
の
内
容
規
制
準
則
を
、
同
法
成
立
の
結
果
と
し
て
初
め
て
創
設
さ
れ
た
と
す
る
見
方
（
創
設
的
規

定
説
）
に
は
直
結
し
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
す
で
に
以
前
よ
り
消
費
者
取
引
公
序
論
が
展
開
を
見
、
さ
ら
に
近
時
に
お
い
て
は
、
国
家
・
社
会
の
秩
序
の
維
持
を

目
的
と
す
る
公
序
良
俗
と
は
異
質
な
、
個
人
の
権
利
や
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
公
序
良
俗
の
存
在
が
、
理
論
的
提
言
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
裁
判
例
の
傾
向
分
析

と
し
て
も
示
さ
れ
て
い
る
（
山
本
敬
三
「
公
序
良
俗
法
の
展
開
」
同
『
公
序
良
俗
論
の
再
構
成
』
一
八
二
頁
以
下
〔
二
〇
〇
〇
年
、
該
当
部
分
の
初
出
は
一
九
九
八

年
〕）。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
は
、
消
費
者
契
約
法
の
内
容
規
制
準
則
は
、
民
法
九
〇
条
の
も
と
で
の
消
費
者
取
引
公
序
の
内
容
を
確
認
し
、
こ
れ
を
消
費
者
契
約
の
場

面
で
具
体
化
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
可
能
性
（
確
認
的
規
定
説
）
も
十
分
に
存
在
す
る
。
こ
の
点
で
、
最
判
平
成
一
八
年
一
一
月
二
七
日
民
集
六
〇
巻
九
号
三
四
三
七
頁

が
、
学
納
金
不
返
還
特
約
を
、
消
費
者
契
約
法
九
条
一
項
と
の
関
係
で
は
不
当
と
す
る
一
方
で
、
民
法
九
〇
条
に
は
反
し
な
い
と
し
た
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
（
潮
見
佳

男
「
学
納
金
返
還
と
公
序
良
俗
規
範
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
四
九
号
九
頁
〔
二
〇
〇
七
年
〕、
同
「『
学
納
金
返
還
請
求
』
最
高
裁
判
決
の
問
題
点
（
下
）
｜
｜
民
法
法
理
の
迷
走
」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
五
二
号
五
八
頁
以
下
〔
二
〇
〇
七
年
〕
の
指
摘
も
参
照
さ
れ
た
い
）。

消
費
者
取
引
公
序
論
に
つ
い
て
は
、
長
尾
治
助
「
消
費
者
取
引
と
公
序
良
俗
則
」
同
『
消
費
者
私
法
の
原
理
』
二
二
〇
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
、
該
当
部
分
の
初
出
は

一
九
九
〇
年
）、
今
西
康
人
「
消
費
者
取
引
と
公
序
良
俗
違
反
」
法
律
時
報
六
四
巻
一
二
号
八
〇
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
）、
大
村
敦
志
「
取
引
と
公
序
」
同
『
契
約
法
か

ら
消
費
者
法
へ
』
一
七
五
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
、
該
当
部
分
の
初
出
は
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

91
）

B
G
H
,
U
rt.v

. 29. 3. 1974,
B
G
H
Z
62,

251（
252).

公
証
契
約
に
対
す
る
内
容
規
制
に
関
す
る
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
藤
田
貴
宏
・
前
掲
注
（
11
）
二
二
一

頁
以
下
参
照
。
た
だ
し
、
制
度
化
し
た
契
約
す
べ
て
を
内
容
規
制
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
む
こ
と
（
同
二
三
九
頁
）
に
対
し
て
は
、
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す

る
。
そ
の
ほ
か
、
高
橋
弘
「
普
通
契
約
約
款
と
消
費
者
保
護
・
３
｜
｜
西
ド
イ
ツ
の
動
向
を
手
が
か
り
と
し
て
」
法
律
時
報
四
八
巻
二
号
一
二
六
頁
以
下
（
一
九
七
六

年
）
も
参
照
。
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92
）

本
稿
の
分
析
は
、
不
当
条
項
規
制
に
お
け
る
公
序
良
俗
則
と
信
義
則
の
使
い
分
け
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
促
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中

舎
寛
樹
「
公
序
良
俗
と
信
義
則
」
椿
寿
夫
・
伊
藤
進
編
『
公
序
良
俗
違
反
の
研
究
｜
｜
民
法
に
お
け
る
総
合
的
検
討
』
二
六
五
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
、
該
当
部
分
の
初

出
は
一
九
九
三
年
）、
山
本
豊
「
不
当
条
項
と
公
序
良
俗
」
同
書
三
二
三
頁
以
下
（
該
当
部
分
の
初
出
は
一
九
九
四
年
）
も
参
照
。

93
）

最
判
平
成
一
八
年
一
一
月
二
七
日
判
時
一
九
五
八
号
六
二
頁
。
拙
稿
「
学
納
金
不
返
還
条
項
の
不
当
性
｜
｜
判
批
〔
最
判
平
成
一
八
年
一
一
月
二
七
日
〕」
民
商
法

雑
誌
一
三
六
巻
四
・
五
号
六
二
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）
も
参
照
。

94
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注
（
14
）
の
ほ
か
、
潮
見
佳
男
「
不
当
条
項
の
内
容
規
制
｜
｜
総
論
」
河
上
正
二
他
著
『
消
費
者
契
約
法
｜
｜
立
法
へ
の
課
題
｜
｜
』
別

冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
四
号
一
三
九
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
も
参
照
。

95
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
山
本
豊
「
不
当
条
項
規
制
と
中
心
条
項
・
付
随
条
項
」
河
上
正
二
他
著
『
消
費
者
契
約
法
｜
｜
立
法
へ
の
課
題
｜
｜
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
四

号
九
四
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
が
詳
細
で
あ
る
。

96
）

合
意
の
中
心
部
分
へ
の
介
入
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
潮
見
・
前
掲
注
（
94
）
一
四
四
頁
以
下
も
参
照
。

97
）

拙
稿
「
巨
額
な
共
同
責
任
の
反
良
俗
性
｜
｜
ド
イ
ツ
良
俗
則
の
最
近
の
展
開
｜
｜
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
一
四
七
巻
一
号
二
四
頁
以
下
、
一
四
八
巻
一
号
八

五
頁
以
下
（
二
〇
〇
〇
年
）、
同
「
極
端
に
巨
額
な
保
証
債
務
の
反
良
俗
性
｜
｜
ド
イ
ツ
良
俗
則
の
最
近
の
展
開
・
そ
の
二
｜
｜
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
一
四
八

巻
二
号
一
八
頁
以
下
、
一
四
九
巻
五
号
四
六
頁
以
下
（
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
一
年
）。

98
）

近
時
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
公
序
良
俗
論
の
対
立
軸
の
一
つ
は
、
公
序
良
俗
論
を
、
①
公
を
私
の
支
援
と
位
置
付
け
る
方
向
を
基
軸
と
し
て
考
え
る
の
か
、
②
私
を
公

の
目
的
実
現
の
手
段
と
位
置
付
け
る
方
向
を
基
軸
と
し
て
考
え
る
の
か
に
あ
る
（
吉
田
・
後
掲
『
民
法
の
争
点
』
五
一
頁
の
分
析
に
よ
る
）。
本
文
の
よ
う
に
行
為
態
様

の
面
か
ら
暴
利
行
為
論
拡
張
の
限
界
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
ど
ち
ら
の
立
場
に
定
位
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の
立
場
は
今
後
に

留
保
し
て
お
き
た
い
。

文
献
と
し
て
は
、
①
と
②
の
二
つ
の
方
向
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
大
村
敦
志
・
前
掲
書
注
（
90
）
一
六
三
頁
以
下
、
①
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
敬
三
・

前
掲
書
注
（
90
）、
山
本
顯
治
「
競
争
秩
序
と
契
約
法
｜
｜
『
厚
生
対
権
利
』
の
一
局
面
｜
｜
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
六
巻
三
号
二
七
二
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
②
を
志
向
す

る
も
の
と
し
て
、
森
田
修
「『
独
禁
法
違
反
行
為
の
私
法
上
の
効
力
』
試
論
｜
｜
独
禁
法
に
よ
る
民
法
の

支
援

｜
｜
」
日
本
経
済
法
学
会
年
報
第
一
九
号
九
九
頁
以

下
（
一
九
九
八
年
）、
同
「
市
場
に
お
け
る
公
正
と
公
序
良
俗
」
金
子
晃
・
根
岸
哲
・
佐
藤
德
太
郎
監
修
『
企
業
と
フ
ェ
ア
ネ
ス

公
正
と
競
争
の
原
理
』
六
七
頁
以
下

（
二
〇
〇
〇
年
）、
同
『
新
版
・
注
釈
民
法
⑶
』
九
四
頁
以
下
（
と
く
に
一
三
二
頁
以
下
）（
二
〇
〇
三
年
）、
①
②
を
対
立
的
な
も
の
と
し
て
の
み
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
し
て
、
吉
田
克
己
「
公
共
の
福
祉
・
権
利
濫
用
・
公
序
良
俗
」
内
田
貴
・
大
村
敦
志
編
『
民
法
の
争
点
』
四
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）、
同

「
総
論
・
競
争
秩
序
と
民
法
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
六
三
号
三
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

99
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
河
上
『
法
理
』
三
七
六
頁
・
三
八
三
頁
注
（
161
）、
山
本
豊
「
附
随
的
契
約
条
項
の
全
部
無
効
、
一
部
無
効
ま
た
は
合
法
解
釈
に
つ
い
て
」

同
前
掲
書
注
（
６
）
一
〇
五
頁
以
下
（
該
当
部
分
の
初
出
は
一
九
八
七
年
）、
山
本
敬
三
「
一
部
無
効
の
判
断
構
造
｜
｜
契
約
に
お
け
る
法
律
効
果
確
定
過
程
の
構
造
化

に
向
け
て
｜
｜
（
一
）（
二
）」
法
学
論
叢
一
二
七
巻
四
号
一
頁
以
下
、
同
一
二
七
巻
六
号
一
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）、
山
本
敬
三
「
不
当
条
項
に
対
す
る
内
容
規
制
と

そ
の
効
果
」
み
ん
け
ん
（
民
事
研
修
）
五
〇
七
号
二
〇
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）、
潮
見
・
前
掲
書
注
（
94
）
一
五
三
頁
以
下
を
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
良
俗
違
反
お
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よ
び
約
款
規
制
の
効
果
を
一
般
予
防
原
理
と
の
関
係
で
考
察
し
た
文
献
と
し
て
、
中
川
敏
宏
「
契
約
内
容
規
制
の
効
果
と
一
般
予
防
原
理
（
一
）（
二
・
完
）」
一
橋
研
究

二
六
巻
二
号
二
九
頁
以
下
、
同
二
六
巻
四
号
一
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
）、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
額
な
反
対
給
付
の
縮
減
に
つ
い
て
考
察
し
た
文
献
と

し
て
、
拙
稿
「
一
部
無
効
の
論
理
｜
｜
高
額
な
反
対
給
付
の
縮
減
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
の
最
近
の
展
開
｜
｜
」
甲
南
法
学
四
二
巻
三
・
四
号
一
九
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
二

年
）、
同
「
対
価
の
縮
減
の
法
理
に
つ
い
て
｜
｜
ド
イ
ツ
法
を
参
考
と
し
て
」
私
法
六
七
号
一
四
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。
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